
①【Aさんと N副長の面談について】 

 

 

 

 

 

 

 「さいたま運転区における、一部副長や指導員等による『労働組合活動への支配介入』 

に対して、この間の労使確認のもと、原因究明と厳正な対処を求める」申し入れ 
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③【Cさんと N副長の面談について】 

 

②【Bさんと N副長の面談について】 

不当労働行為の事例（一部抜粋） 

労働組合法第７条第３号 支配介入・経費援助 

◆使用者が、従業員に対し、個別に労働組合への

加入の有無を確認したり、労働組合への加入を抑

制する趣旨の発言をした。 

▼組合の所属確認は違法では？▼ 

※茨城県労働委員会 HPなどより引用 


